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な
ぜ
日
本
の
政
府
債
務
は
世
界
最
悪
に
な
っ
た
か

〜
平
成
元
年
以
降
の
財
政
構
造
分
析
〜

中
島
　
将
隆

は
じ
め
に

ギ
リ
シ
ャ
の
財
政
危
機
が
契
機
と
な
っ
て
、
主
要
国
で
は
財
政
健
全
化
の
目
標
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
本
年
６
月
のG

20

ト
ロ
ン

ト
サ
ミ
ッ
ト
宣
言
で
は
、「
強
固
で
持
続
可
能
か
つ
均
衡
あ
る
成
長
の
た
め
の
枠
組
み
を
つ
く
る
」
た
め
、
先
進
国
は
二
〇
一
三
年

ま
で
に
少
な
く
と
も
赤
字
を
半
減
さ
せ
、
二
〇
一
六
年
ま
で
に
政
府
債
務
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
安
定
化
ま
た
は
低
下
さ
せ
る
財
政
計
画
を

作
成
す
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
は
例
外
扱
い
で
、
財
政
状
態
は
最
悪
だ
か
ら
、
日
本
の
財
政
健
全
化
目
標
は
先
延
ば
し

に
し
て
よ
ろ
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ん
と
も
、
不
名
誉
な
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
、
日
本
の
政
府
債
務
は
世
界
最
悪
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
平
成
二
年
度
に
は
赤
字
国
債
依
存
体
制

を
脱
却
し
、
平
成
三
年
か
ら
平
成
五
年
ま
で
の
間
、
赤
字
国
債
発
行
額
が
ゼ
ロ
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
年
度
の
赤
字
国
債
発
行

額
は
約
三
八
兆
円
、
赤
字
国
債
発
行
比
率
は
八
六
％
、
国
債
依
存
度
は
実
に
四
八
％
で
あ
る
。
こ
の
間
、
政
府
債
務
残
高
は
急
増
し
、

今
年
度
に
は
国
と
地
方
を
合
わ
せ
た
政
府
債
務
残
高
は
八
六
二
兆
円
と
な
る
。
今
日
で
は
、
持
続
可
能
な
財
政
制
度
の
維
持
が
不
可

能
、
と
深
刻
な
議
論
が
続
い
て
い
る
。
僅
か
一
五
年
余
の
間
に
、
な
ぜ
、
か
く
も
財
政
赤
字
が
拡
大
し
、
政
府
債
務
残
高
が
途
方
も

な
い
金
額
に
膨
れ
上
が
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。



急
激
な
財
政
膨
張
と
財
政
赤
字
の
拡
大
は
、
通
常
、
戦
争
や
テ
ロ
対
策
、
経
済
危
機
な
ど
国
家
が
危
機
的
状
況
に
置
か
れ
た
時
に

発
生
す
る
。
今
日
で
は
冷
戦
体
制
が
終
了
し
て
も
テ
ロ
対
策
や
国
家
主
権
を
守
る
た
め
、
各
国
は
軍
事
費
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
き

ず
軍
事
費
の
膨
張
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
場
合
、
軍
事
費
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
一
％
で
あ
り
、
世
界
中
で
最
低
水
準
に
あ
る
。
日

本
は
軍
事
費
の
膨
張
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
拡
張
的
財
政
政
策
が
採
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は

日
本
だ
け
で
な
く
各
国
と
も
共
通
し
て
い
る
。
む
し
ろ
日
本
の
場
合
、
海
外
と
比
較
し
て
財
政
支
出
は
過
大
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な

い
。日

本
の
財
政
は
軍
事
費
の
膨
張
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財
政
赤
字
は
拡
大
を
続
け
て
い
る
。
日
本
の
政
府
債

務
が
世
界
最
悪
と
な
っ
た
原
因
、
こ
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
財
政
構
造
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
歳
出
構
造
と
歳
入

構
造
を
分
析
し
、
な
ぜ
、
財
政
資
金
を
金
融
市
場
か
ら
調
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
、
こ
の
点
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
で

は
、
一
般
会
計
に
焦
点
を
当
て
、
平
成
年
代
に
お
け
る
財
政
構
造
の
特
徴
を
分
析
し
て
い
く
。

１
　
平
成
元
年
以
降
に
み
る
財
政
構
造
の
特
徴

図
表
１
は
、
昭
和
五
〇
年
以
降
と
平
成
元
年
以
降
の
財
政
構
造
を
鳥
瞰
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
五
〇
年
以
降
と
平
成
元
年
以
降

を
比
較
す
る
と
、
一
般
会
計
歳
出
は
何
れ
も
右
上
が
り
で
増
加
を
続
け
て
い
る
。
財
政
規
模
は
膨
張
を
続
け
、
昭
和
五
〇
年
度
と
平

成
二
二
年
度
を
比
較
す
る
と
、
歳
出
は
約
五
倍
に
な
っ
て
い
る
。

歳
入
構
造
を
み
る
と
、
そ
こ
に
決
定
的
な
相
違
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
税
収
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
〇
年
代
の
税

収
は
一
貫
し
て
増
加
し
、
か
つ
、
歳
出
と
パ
ラ
レ
ル
に
増
加
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
元
年
以
降
に
な
る
と
、
こ
の
動
き
は
完

全
に
逆
転
す
る
。
歳
出
は
右
上
が
り
で
増
加
す
る
が
、
税
収
は
右
下
が
り
と
な
り
減
少
す
る
。
税
収
入
が
減
少
し
た
原
因
は
、
ひ
と
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つ
に
は
、
景
気
後
退
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
平
成

一
九
年
度
の
税
収
は
五
一
兆
円
で
あ
っ
た
が
、
平
成

二
二
年
度
に
三
七
・
四
兆
円
に
激
減
し
て
い
る
。
と

は
い
え
、
税
収
入
は
平
成
元
年
以
降
、
一
貫
し
て
減

少
を
続
け
て
い
る
か
ら
、
税
収
減
の
原
因
は
、
単
に

循
環
的
要
因
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
構
造
的
要
因
に

起
因
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

国
債
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
〇
年
度
以
降
、
大
量

国
債
発
行
の
時
代
と
な
る
。
と
は
い
え
、
昭
和
五
〇

年
代
と
平
成
時
代
と
で
は
大
き
な
相
違
点
が
あ
る
。

ま
ず
、
発
行
額
に
つ
い
て
で
あ
る
。
平
成
年
代
の

国
債
発
行
額
は
昭
和
五
〇
年
代
の
発
行
額
と
比
較
に

な
ら
な
い
ほ
ど
巨
額
で
あ
る
。
図
表
１
で
み
る
よ
う

に
、
昭
和
五
五
年
度
の
国
債
発
行
額
は
一
四
・
二
兆

円
と
な
っ
た
が
、
五
〇
年
代
で
は
こ
の
額
を
超
え
る

年
度
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
五
年
度
以
降
に
な

る
と
、
ど
の
年
度
を
み
て
も
昭
和
五
五
年
度
の
ピ
ー

ク
を
大
幅
に
上
回
り
、
平
成
二
一
年
度
の
国
債
発
行

（3）

図表１　平成元年以降の財政膨張の構造
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一般会計歳出

一般会計税収

建設公債発行額

特例公債発行額

（出所）財務省「日本の財政関係資料」平成22年８月



額
は
五
二
兆
円
に
達
し
た
。
そ
し
て
、
新
規
国
債
発
行
額
が
税
収
入
を
大
幅
に
上
回
る
に
至
っ
た
。
こ
の
状
態
は
平
成
二
二
年
度
も

継
続
し
て
い
る
。

次
に
、
発
行
さ
れ
る
国
債
の
種
類
が
異
な
る
。
昭
和
五
〇
年
代
で
は
建
設
国
債
が
中
心
で
あ
り
、
五
五
年
度
の
み
赤
字
国
債
が
僅

か
に
上
回
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
年
代
に
入
る
と
建
設
国
債
と
赤
字
国
債
の
発
行
額
は
逆
転
す
る
。
平
成
九
年
度
か
ら
赤
字
国
債

発
行
額
が
建
設
国
債
を
上
回
り
、
以
後
、
赤
字
国
債
が
圧
倒
的
と
な
る
。
平
成
二
二
年
度
の
赤
字
国
債
発
行
比
率
は
、
実
に
八
五
・

七
％
に
達
し
、
国
債
発
行
は
赤
字
国
債
発
行
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
昭
和
五
〇
年
代
と
平
成
年
代
の
財
政
構
造
を
比
較
す
る
と
、
財
政
支
出
は
一
貫
し
て
増
加
し
て
い
る

点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
だ
が
、
歳
入
構
造
は
決
定
的
に
異
な
る
こ
と
が
明
白
で
あ
っ
た
。
昭
和
五
〇
年
代
は
大
量
国
債
発
行
の
時

代
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
五
〇
年
代
中
ご
ろ
以
降
、
国
債
発
行
額
は
毎
年
、
減
額
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
年
代
で
は

小
泉
内
閣
の
時
期
を
除
い
て
発
行
額
は
膨
張
を
続
け
、
政
府
債
務
は
途
方
も
な
い
金
額
に
膨
れ
上
が
っ
た
。
な
ぜ
財
政
構
造
が
異
な

る
の
か
、
そ
の
原
因
を
突
き
と
め
る
た
め
、
財
政
構
造
を
歳
出
構
造
と
歳
入
構
造
の
二
つ
の
側
面
か
ら
分
析
し
て
い
く
。
日
本
の
政

府
債
務
が
短
期
間
で
世
界
最
悪
と
な
っ
た
原
因
は
、
こ
の
分
析
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

２
　
な
ぜ
財
政
支
出
は
膨
張
し
て
い
る
か

（
１
）
歳
出
構
造
の
変
化

図
表
２
は
、
一
般
会
計
歳
出
総
額
と
一
般
歳
出
の
主
要
経
費
の
推
移
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
会
計
歳
出
総
額
は
一
貫
し
て
増

加
し
て
い
る
が
、
平
成
年
代
で
は
二
一
年
、
二
二
年
が
突
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
政
権
交
代
と
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
よ
る
も
の
で
、
次

節
以
下
で
検
討
す
る
。
図
表
２
で
は
平
成
一
〇
年
前
後
の
財
政
膨
張
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
次
節
で
補
足
す

（4）



る
。一

般
歳
出
と
は
、
一
般
会

計
歳
出
総
額
か
ら
国
債
費
と

地
方
交
付
税
を
差
し
引
い
た

財
政
支
出
で
あ
る
。
昭
和
六

〇
年
以
降
、
歳
出
総
額
に
占

め
る
一
般
歳
出
の
比
率
は
低

下
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
国

債
費
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ

る
。一

般
歳
出
の
う
ち
、
歳
出

の
一
〇
％
を
超
え
る
主
要
経

費
項
目
を
拾
い
上
げ
て
み
る

と
、
ま
ず
、
社
会
保
障
費
が

圧
倒
的
で
あ
る
。
社
会
保
障

費
は
歳
出
の
約
半
分
を
占

め
、
伸
び
率
も
他
を
圧
し
て

い
る
。
次
い
で
公
共
事
業
関

（5）

図表２　一般会計歳出予算主要経費別内訳の推移
金額：億円

比率：％

（注）一般歳出＝一般会計歳出総額－国債費－地方交付税等
（出所）財務省「財政関係基礎データ」平成22年６月より作成

伸び率：％

昭和30 40 50 60 平成７ 15 16 17 18 19 20 21 22
一 般 会 計 歳 出 総 額 9,915 36,581 212,888 524,996 709,871 817,891 821,109 821,829 796,860 829,088 830,613 885,480 922,992
一 般 歳 出 8,107 29,198 158,408 325,854 445,504 475,922 476,320 472,829 463,660 469,784 472,845 517,310 534,542

社 会 保 障 関 係 費 1,012 5,164 39,269 95,736 139,898 189,907 197,970 203,808 205,739 211,409 217,824 248,344 272,686
文教及び科学振興費 1,173 4,757 26,401 48,409 60,777 64,712 61,330 57,235 52,671 52,743 53,122 53,104 55,860
防 衛 関 係 費 1,328 3,014 13,273 31,371 47,236 49,530 49,030 48,564 48,139 48,017 47,797 47,741 47,903
公 共 事 業 関 係 費 1,466 6,886 29,095 63,689 92,406 80,971 78,159 75,310 72,015 69,473 67,352 70,701 57,731
その他の事項経費 2,215 5,637 27,027 43,245 45,079 51,306 52,784 52,167 51,222 51,945 49,071 50,642 51,968

一 般 会 計 歳 出 総 額 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
一 般 歳 出 81.8 79.8 74.4 62.1 62.8 58.2 58.0 57.5 58.2 56.7 56.9 58.4 57.9 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
社 会 保 障 関 係 費 12.5 17.7 24.8 29.4 31.4 39.9 41.6 43.1 44.4 45.0 46.1 48.0 51.0 
文教及び科学振興費 14.5 16.3 16.7 14.9 13.6 13.6 12.9 12.1 11.4 11.2 11.2 10.3 10.5 
防 衛 関 係 費 16.4 10.3 8.4 9.6 10.6 10.4 10.3 10.3 10.4 10.2 10.1 9.2 9.0 
公 共 事 業 関 係 費 18.1 23.6 18.4 19.5 20.7 17.0 16.4 15.9 15.5 14.8 14.2 13.7 10.8 
その他の事項経費 27.3 19.3 17.1 13.3 10.1 10.8 11.1 11.0 11.0 11.1 10.4 9.8 9.7

30→40

平均

伸び率

40→50

平均

伸び率

50→60

平均

伸び率

60→70

平均

伸び率

14→15

伸び率

15→16

伸び率

16→17

伸び率

17→18

伸び率

18→19

伸び率

19→20

伸び率

20→21

伸び率

21→22

伸び率

一 般 会 計 歳 出 総 額 13.9 19.3 9.4 3.1 0.7 0.4 0.1 ▲ 3.0 4.0 0.2 6.6 4.2
一 般 歳 出 13.7 18.4 7.5 3.2 0.1 0.1 ▲ 0.7 ▲ 1.9 1.3 0.7 9.4 3.3

社 会 保 障 関 係 費 17.7 22.5 9.3 3.9 3.9 4.2 2.9 0.9 2.8 3.0 14.0 9.8
文教及び科学振興費 15.0 18.7 6.3 2.3 ▲ 3.4 ▲ 5.2 ▲ 6.7 ▲ 8.0 0.1 0.7 ▲ 0.0 5.2
防 衛 関 係 費 8.5 16.0 9.0 4.2 ▲ 0.1 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 0.9 ▲ 0.3 ▲ 0.5 ▲ 0.1 0.3
公 共 事 業 関 係 費 16.7 15.5 8.1 3.8 ▲ 3.9 ▲ 3.5 ▲ 3.6 ▲ 4.4 ▲ 3.5 ▲ 3.1 5.0 ▲ 18.3
その他の事項経費 － 16.9 4.8 0.5 1.0 2.9 ▲ 1.2 ▲ 1.8 1.4 ▲ 5.5 3.2 2.6



係
費
で
あ
り
、
平
成
二
二
年
度
で
は
歳
出
の
約
一
〇
％
で
あ
る
。
以
前
に
は
公
共
事
業
費
は
膨
張
を
続
け
て
い
た
が
、
近
年
に
な
る

と
減
少
し
て
い
る
。
社
会
保
障
費
と
公
共
事
業
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
更
に
詳
し
く
検
討
す
る
。
文
教
お
よ
び
科
学
振
興
費

は
歳
出
の
一
〇
％
を
占
め
て
い
る
が
、
昭
和
年
代
と
比
較
す
る
と
比
率
、
伸
び
率
共
に
激
減
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
平
成
二
二
年
度

で
は
五
％
の
伸
び
率
で
あ
る
。

防
衛
費
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
図
表
２
で
み
る
と
一
般
歳
出
に
占
め
る
防
衛
費
の
割
合
は
、
昭
和
四
〇
年
以
降
、
約
一
〇
％
と
一

定
し
て
い
る
。
日
本
の
防
衛
費
は
、
昭
和
五
一
年
の
閣
議
決
定
で
防
衛
費
枠
は
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
一
％
以
内
と
決
定
さ
れ
た
（
三
木
内
閣
）。

昭
和
六
二
年
の
中
曽
根
内
閣
の
時
、
一
％
枠
は
撤
廃
さ
れ
て
総
額
明
示
方
式
に
転
換
し
た
が
、
防
衛
費
が
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
一
％
を
超
え

た
こ
と
は
な
い
。
総
務
省
統
計
局
の
「
世
界
の
統
計
二
〇
〇
八
」
に
よ
る
と
、
日
本
の
防
衛
費
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
〇
・
九
％
で
世
界

各
国
の
中
で
最
低
水
準
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ア
メ
リ
カ
は
四
％
、
イ
ギ
リ
ス
二
・
九
％
、
韓
国
二
・
七
％
、
ス
イ
ス
一
・
八
％
と

な
っ
て
い
る
。
諸
外
国
と
比
較
す
る
と
、
日
本
は
永
世
中
立
国
の
ス
イ
ス
よ
り
も
低
く
、
防
衛
費
の
重
圧
に
よ
る
財
政
圧
迫
か
ら
開

放
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
防
衛
費
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が
先
進
国
並
み
の
水
準
に
な
れ
ば
、
日
本
の
財
政
は
瞬
時
に
し
て
破
綻
を
免
れ
な
い

だ
ろ
う
。

（
２
）
な
ぜ
社
会
保
障
関
係
費
が
増
加
す
る
か

社
会
保
障
関
係
費
は
金
額
、
比
率
、
伸
び
率
共
に
最
大
の
支
出
項
目
で
あ
っ
た
。
金
額
で
み
る
と
、
毎
年
、
税
収
の
如
何
に
か
か

わ
ら
ず
、
一
兆
円
強
ず
つ
増
加
し
て
い
る
。
比
率
、
伸
び
率
共
に
、
平
成
年
代
に
は
年
を
追
っ
て
増
加
し
て
い
る
。

社
会
保
障
関
係
費
と
は
介
護
・
福
祉
、
医
療
、
年
金
等
の
社
会
保
障
給
付
費
の
う
ち
政
府
負
担
の
財
政
支
出
で
あ
る
。
社
会
保
障

給
付
金
が
増
加
す
る
の
は
、
過
去
に
前
例
の
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
日
本
の
少
子
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高
齢
化
の
ス
ピ
ー
ド
は
諸
外
国
で
も
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
。
社
会
保
障
給
付
金
の
財
源
は
主
と
し
て
地
方
税
、
国
税
、
社
会
保
険

料
だ
が
、
問
題
は
社
会
保
障
給
付
金
は
増
加
し
て
い
る
の
に
、
社
会
保
険
料
収
入
が
増
加
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

具
体
的
に
数
字
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
昭
和
六
〇
年
度
、
平
成
七
年
度
、
平
成
一
五
年
度
、
平
成
二
二
年
度
を
比
較
す
る
と
、
社
会

保
障
給
費
は
三
四
兆
円
、
六
一
兆
円
、
八
四
兆
円
、
一
〇
六
兆
円
と
急
増
し
て
い
る
が
、
社
会
保
険
料
収
入
は
二
八
兆
円
、
五
一
兆

円
、
五
五
兆
円
、
五
九
兆
円
で
あ
り
、
給
付
金
の
急
増
に
対
し
て
保
険
料
収
入
が
対
応
し
て
い
な
い
。
保
険
料
収
入
の
停
滞
は
、
年

金
制
度
に
対
す
る
不
信
か
ら
年
金
積
立
金
の
不
払
い
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
が
、
最
大
の
原
因
は
少
子
化
に
よ
る
保
険
料

負
担
人
口
の
減
少
で
あ
る
。
保
険
料
収
入
が
停
滞
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
齢
化
の
進
展
で
給
付
費
は
増
大
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
の
差
額
は
地
方
税
と
国
税
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
、
こ
の
間
の
一
般
会
計
の
負
担
額
は
、
六
兆
円
、
一
四
兆
円
、
一
九
兆
円
、

二
七
兆
円
と
飛
躍
的
に
激
増
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

現
在
の
社
会
保
障
制
度
の
維
持
を
前
提
に
す
れ
ば
、
社
会
保
障
関
係
費
は
従
来
と
同
じ
ベ
ー
ス
で
増
加
し
て
い
く
。
社
会
保
障
関

係
費
の
増
加
は
不
可
避
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）
公
共
事
業
関
係
費
は
国
際
水
準
と
比
較
す
る
と
高
水
準

公
共
事
業
関
係
費
は
、
前
掲
の
図
表
２
で
み
た
よ
う
に
、
金
額
・
比
率
・
伸
び
率
共
に
低
下
し
、
こ
と
に
近
年
は
伸
び
率
も
マ
イ

ナ
ス
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
の
時
代
に
公
共
事
業
関
係
費
が
社
会
保
障
関
係
費
を
上
回
る
時
期
も
あ
っ
た
。
平
成
時
代
に
な
る
と
公

共
事
業
費
は
相
対
的
に
低
下
し
て
い
く
が
、
こ
の
低
下
は
一
様
で
は
な
い
。

図
表
３
は
、
平
成
時
代
の
公
共
事
業
関
係
費
の
推
移
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
平
成
五
年
、
七
年
、
一
〇
年
に
は
当
初
予
算
を
上
回

る
補
正
予
算
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
平
成
一
〇
年
度
の
公
共
事
業
関
係
費
は
当
初
予
算
の
九
兆
円
か
ら
補
正
段
階
で
は
一
五

（7）
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図表３　公共事業費の推移
公共事業関係費の推移

一般政府の総固定資本形成（対ＧＤＰ比）の推移

（出典）日本は「国民経済計算」（内閣府）（年度ベース）、諸外国は「National Accounts 2008」
（OECD）（暦年ベース）

（出所）財務省「日本の財政関係資料」平成22年８月
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兆
円
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
公
共
事
業
関
係
費
が
膨
張
し
た
の
は
連
立
政
権
に
よ
る
政
局
の
不
安
定
化
と
バ
ブ
ル
崩
壊
の
対
応
策

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
型
公
共
予
算
が
編
成
さ
れ
、
無
条
件
の
予
算
要
求
が
容
認
さ
れ
、
加
え
て
公
共
事
業
一
律
三
五
％
予

算
要
求
拡
大
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
公
共
事
業
関
係
費
が
著
し
く
膨
張
し
た
。
近
年
、
公
共
事
業
費
は
縮
小
さ
れ
て
は
い
る
が
、

国
際
水
準
と
比
較
す
る
と
、
な
お
、
高
水
準
を
維
持
し
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
４
）
政
権
交
代
と
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

平
成
二
一
年
度
、
二
二
年
度
は
、
政
権
交
代
と
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
よ
り
、
一
般
歳
出
は
更
に
膨
張
し
て
い
る
。
子
供
手
当
、
農
業

の
戸
別
所
得
保
障
、
高
校
の
実
質
無
償
化
、
高
速
道
路
の
無
料
化
等
の
新
規
の
政
策
が
登
場
し
た
か
ら
で
あ
る
。
政
権
交
代
に
よ
っ

て
、
財
政
が
一
段
と
膨
張
を
続
け
て
い
る
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
が
変
更
さ
れ
な
い
限
り
、
財
政
膨
張
は
新
た
な
局
面
に
入
っ
た
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

３
　
な
ぜ
税
収
入
は
減
少
を
続
け
て
い
る
か

（
１
）
相
次
ぐ
減
税
と
恒
久
的
減
税

一
般
会
計
の
歳
入
構
造
を
み
る
と
、
冒
頭
に
み
た
よ
う
に
、
税
収
入
の
減
少
が
平
成
時
代
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
税
収
入
が
減

少
し
た
一
つ
の
要
因
と
し
て
景
気
後
退
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
経
済
変
動
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
時

代
に
な
る
と
税
収
入
は
一
貫
し
て
減
少
を
続
け
て
い
る
。
こ
の
点
に
格
段
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
税
収
の
減
少
要
因
は
、
単

に
循
環
要
因
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
構
造
的
要
因
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。

図
表
４
は
、
政
府
税
制
調
査
会
で
提
出
さ
れ
た
減
税
に
関
す
る
資
料
の
転
載
で
あ
る
（
石
弘
光
『
消
費
税
の
政
治
経
済
学
』
日
本
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経
済
新
聞
社
　
二
〇
〇
九
年
　
二
〇
二
頁
よ
り
引
用
）。
平
成
六
年
以
降
の
減
税
措
置
を
み
る
と
、
ま
ず
、
特
別
減
税
で
あ
る
。
個

人
所
得
に
対
す
る
特
別
減
税
は
平
成
六
年
、
平
成
七
年
、
平
成
一
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
。
次
い
で
、
平
成
一
一
年
に
は
恒
久
的
減
税

が
実
施
さ
れ
た
。
個
人
所
得
に
対
し
て
は
最
高
税
率
の
引
き
下
げ
と
定
率
減
税
で
あ
る
。
法
人
に
対
し
て
は
、
基
本
税
率
の
引
き
下

げ
が
実
施
さ
れ
、
法
人
税
、
法
人
事
業
税
が
引
き
下
げ
ら
れ
、
実
効
税
率
は
四
六
・
三
六
％
か
ら
四
〇
・
八
五
％
に
引
き
下
げ
ら
れ

た
。
特
別
減
税
は
単
年
度
の
減
税
だ
が
、
恒
久
的
減
税
は
次
年
度
以
降
に
も
波
及
す
る
。
恒
久
的
減
税
は
そ
の
後
の
税
収
入
減
少
の

大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。

（
２
）
累
進
税
率
の
フ
ラ
ッ
ト
化

所
得
税
及
び
資
産
課
税
の
累
進
税
率
も
大
幅
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
所
得
税
の
税
率
の
推
移
を
み
る
と
、
昭
和
六
二
年
に
は

住
民
税
と
合
わ
せ
た
最
高
税
率
は
七
八
％
で
あ
っ
た
が
、
平
成
元
年
に
は
六
五
％
、
平
成
一
一
年
に
は
五
〇
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
税
率
の
刻
み
数
は
一
二
、
五
、
四
と
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
刻
み
数
が
少
な
い
こ
と
は
高
額
所
得
者
に
有
利
で
あ

り
、
所
得
税
率
の
改
正
は
高
所
得
者
ほ
ど
有
利
な
税
率
構
造
と
な
っ
て
い
る
（
財
務
省
「
各
種
税
金
の
資
料
」
参
照
）。

資
産
課
税
率
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
、
相
続
税
の
課
税
割
合
は
昭
和
六
三
年
の
改
正
で
七
・
九
％
か
ら
六
・
八
％
に
な
っ
た
。

更
に
、
平
成
四
年
度
の
改
正
、
平
成
六
年
度
の
改
正
、
平
成
一
五
年
度
の
改
正
に
よ
っ
て
、
六
％
か
ら
四
・
五
％
へ
、
更
に
四
・

二
％
に
軽
減
さ
れ
た
。
ま
た
、
税
率
構
造
も
そ
れ
ぞ
れ
一
三
段
階
か
ら
九
段
階
、
六
段
階
と
な
り
、
こ
こ
で
も
高
額
相
続
者
に
有
利

な
税
制
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
（
財
務
省
「
各
種
税
金
の
資
料
」
参
照
）。

贈
与
税
の
税
率
推
移
を
み
る
と
、
昭
和
六
三
年
に
は
一
一
・
六
％
で
あ
っ
た
が
、
平
成
五
年
に
は
九
・
一
％
、
平
成
一
四
年
に
は

五
・
五
％
と
な
っ
た
。
平
成
一
五
年
に
は
相
続
時
清
算
制
度
が
導
入
さ
れ
、
清
算
時
の
課
税
分
は
平
成
二
〇
年
で
二
％
と
な
っ
て
い
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主
な
動
き

個
人
所
得
課
税

法
人
課
税

消
費
課
税

資
産
課
税
等

1994年
（
平
成
６
年
）

特
別
減
税
（
▲

5.5兆
円
）

・
相
続
税
の
減
税

・
固
定
資
産
税
評
価
の
均
衡

化
・
適
正
化
（
地
価
公
示
価

格
の
７
割
評
価
）

1995年
（
平
成
７
年
）

＋
特
別
減
税
（
▲

2.0兆
円
）

1996年
＋
特
別
減
税
（
▲

2.0兆
円
）

・
土
地
譲
渡
益
課
税
の
軽
減

1997年
（
平
成
９
年
）
（
財
政
構
造
改
革

法
成
立
）

・
負
担
水
準
の
均
衡
化
を
重
視

し
た
固
定
資
産
税
負
担
の
調

整
措
置
の
導
入

1998年
（
平
成

10年
）
（
財
政
構
造
改
革

法
凍
結
）

＋
特
別
減
税
（
▲

2.0兆
円
）

当
初
分
（
▲

2.0兆
円
）

追
加
分
（
▲

2.0兆
円
）

・
基
本
税
率
引
き
下
げ

（
法
人
税
　

37.5％
→

34.5％
）

（
法
人
事
業
税
　

12％
→

11％
）

（
実
効
税
率
　

49.98％
→

46.36％
）

・
課
税
ベ
ー
ス
の
適
正
化

・
地
価
税
の
課
税
停
止

・
土
地
譲
渡
益
課
税
の
軽
減

1999年
（
平
成

11年
）

・
消
費
税
（
国
分
）
の
福
祉
目
的

化
・
有
価
証
券
取
引
税
、
取
引
所

税
の
廃
止

2000年
2001年

・
企
業
組
織
再
編
成
に
係
る
税
制
の
整
備

図
表
４
　
平
成
６
年
以
降
の
特
別
減
税
と
恒
久
的
減
税

（
出
所
）
政
府
税
調
提
出
資
料
。

（
引
用
）
石
　
弘
光
『
消
費
税
の
政
治
経
済
学
』
日
本
経
済
新
聞
社
　

2009年
　

202頁

先
行
減
税
の
実
施（
▲

3.5兆
円
）

制
度
減
税

消
費
税
率
引
き
上
げ
等
の
実
施

地
方
消
費
税
の
実
施

個
人
所
得
課
税
（
▲

4.1兆
円
）

法
人
課
税
（
▲

2.5兆
円
）

・
最
高
税
率
引
き
下
げ

・
基
本
税
率
引
き
下
げ

（
65％

→
50％

）
（
法
人
税
　

34.5％
→

30％
）

・
定
率
減
税

（
法
人
事
業
税
　

11％
→

9.6％
）

（
実
効
税
率
　

46.36％
→

40.87％
）

恒
久
的
な
減
税

恒
久
的
な
減
税

法
人
税
改
革

税
制
改
革

消
費
税
率
引
き
上
げ
等
の
法
定

消
費
税
率
の
引
き
上
げ

（
３
％
→
４
％
）

中
小
特
例
措
置
縮
減
等

地
方
消
費
税
創
設
（
１
％
）

制
度
減
税
の
法
定

税
率
構
造
の
累
進
緩
和

課
税
最
低
限
の
引
き
上
げ

（11）



る
。
い
ず
れ
も
、
高
額
贈
与
を
受
け
る
側
に
と
っ
て
は
有
利
な
税
制
改
正
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
財
務
省
「
各
種
税
金
の
資
料
」
参

照
」）。

平
成
時
代
に
入
っ
て
大
幅
な
税
制
改
正
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
所
得
税
や
資
産
課
税
の
累
進
税
率
が
著
し
く
フ
ラ
ッ
ト
化
し
た
。

同
時
に
、
課
税
額
の
刻
み
が
少
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
税
収
入
構
造
が
変
化
し
て
大
幅
な
税
収
減
と
な
っ
た
。
ま
た
、
刻
み
の

縮
小
に
よ
り
高
額
所
得
者
ほ
ど
有
利
な
税
制
上
の
扱
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
３
）
消
費
税
の
導
入
と
問
題
点

消
費
税
は
平
成
元
年
に
導
入
さ
れ
、
平
成
九
年
に
は
税
率
が
三
％
か
ら
五
％
へ
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
消
費
税
は
導
入
の
直
後
か
ら

様
々
の
問
題
を
内
包
し
て
い
る
。
ま
ず
、
導
入
の
経
緯
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
消
費
税
は
減
税
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
導
入
さ
れ

た
点
で
あ
る
。
石
弘
光
『
消
費
税
の
政
治
経
済
学
』
で
は
、
こ
の
間
の
経
緯
が
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
要
点
だ

け
を
紹
介
す
る
。
主
税
局
は
消
費
税
の
導
入
に
際
し
て
税
制
改
革
に
よ
る
増
減
収
額
試
算
を
行
っ
て
い
る
。
試
算
で
は
、
消
費
税
を

導
入
し
て
も
所
得
税
や
相
続
税
・
贈
与
税
、
法
人
税
の
減
税
を
行
え
ば
、
減
税
分
が
消
費
税
増
税
分
を
上
回
る
と
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
消
費
税
を
導
入
す
る
た
め
「
所
得
税
・
法
人
税
を
か
な
り
の
規
模
で
減
税
し
、
税
収
の
中
立
性
以
上
に
減
税
を
し
、
国
民
の

支
持
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
（
石
弘
光
『
消
費
税
の
政
治
経
済
学
』
日
本
経
済
新
聞
社
　
二
〇
〇
九
年
　
一
六
四
、
一

六
五
頁
）。
こ
れ
で
は
、
何
の
た
め
の
消
費
税
導
入
か
、
全
く
理
解
で
き
な
い
。

次
に
、
日
本
の
消
費
税
は
諸
外
国
と
比
較
し
て
導
入
時
期
が
遅
い
だ
け
で
な
く
、
税
率
が
一
番
低
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
図
表
５

は
諸
外
国
の
付
加
価
値
税
率
の
推
移
を
み
た
も
の
だ
が
、
付
加
価
値
税
は
日
本
の
消
費
税
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
図
表
で
明
ら

か
な
よ
う
に
、
ま
ず
、
消
費
税
の
導
入
は
カ
ナ
ダ
と
並
ん
で
日
本
が
一
番
遅
い
。
次
に
、
日
本
の
税
率
は
諸
外
国
よ
り
低
く
、
カ
ナ

（12）
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図
表
５
　
諸
外
国
の
付
加
価
値
税
率
の
推
移

（
年
）

2010
2008

2006
2004

2002
2000

1998
1996

1994
1992

1990
1988

1986
1984

1982
1980

1978
1976

1974
1972

1970
1968
0 5 10 15 20 25
23.4623

20
20.63

23.46
23.46

21.51
20.25

17.65
18.6

17.5
18

19

25

20.620
19.6

16

19

15 17.5

17

18

15
15

12.5
11.11

1514
13

12

8

14
12.5

5
5

6

14

17.6

22

税
率

（
％
）

フ
ラ
ン
ス

1968年
導
入

20

イ
タ
リ
ア

1973年
導
入

12

イ
ギ
リ
ス

1973年
導
入

10

韓
国

1977年
導
入

10

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

1986年
導
入

10

カ
ナ
ダ

1991年
導
入

7
（
参
考
）

日
本

1989年
導
入

3

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

1969年
導
入

11.11

デ
ン
マ
ー
ク

1967年
導
入

10

ド
イ
ツ

1968年
導
入

10

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
　
25

（
2010年

１
月
現
在
）

デ
ン
マ
ー
ク
　
25

イ
タ
リ
ア
　
20

フ
ラ
ン
ス
　
19.6

ド
イ
ツ
　
19

イ
ギ
リ
ス
　
17.5

中
国
　
17

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
　
12.5

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
　
10

韓
国
　
10

カ
ナ
ダ
　
5

日
本
　
5

Ｅ
Ｃ
指
令
に
お
け
る

標
準
税
率
の
下
限

中
国

1994年
導
入

15

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

2000年
導
入

10

（
注
）

E
U
に
お
い
て
は
、

1992年
の

E
C
指
令
の
改
正
に
よ
り
、

1993年
以
降
付
加
価
値
税
の
標
準
税
率
を

15％
以
上
と
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

（
出
所
）
財
務
省
「
各
種
税
金
の
資
料
」



ダ
と
並
ん
で
最
低
水
準
で
あ
る
。
諸
外
国
の
付
加
価
値
税
率
の
水
準
を
み
る
と
き
、
ま
た
、
日
本
よ
り
二
〇
年
以
上
前
に
導
入
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
み
る
と
き
、
付
加
価
値
税
が
税
収
入
の
太
宗
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
は
、
一
九
九
二
年
の

Ｅ
Ｃ
指
令
の
改
正
に
よ
り
、
一
九
九
三
年
以
降
付
加
価
値
税
の
標
準
税
率
を
一
五
％
以
上
と
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
た
。

問
題
点
は
、
さ
ら
に
、
消
費
税
と
選
挙
の
関
係
で
あ
る
。
消
費
税
引
き
上
げ
を
訴
え
た
政
党
は
選
挙
で
何
時
も
敗
れ
て
い
る
。
今

回
の
選
挙
で
も
、
民
主
党
は
唐
突
に
消
費
税
の
引
き
上
げ
を
持
ち
出
し
て
、
選
挙
で
大
敗
し
た
。
持
続
可
能
な
財
政
制
度
を
維
持
す

る
た
め
、
今
日
、
国
民
は
消
費
税
の
引
き
上
げ
を
承
認
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
今
回
の
選
挙
で
み
る
特
筆
す
べ
き
変
化
と
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
主
党
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
税
体
系
の
全
体
を
見
直
す
作
業
を
せ
ず
、
消
費

税
増
税
だ
け
を
問
題
に
し
た
か
ら
、
国
民
の
信
頼
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
政
府
の
財
政
膨
張
政

策
と
税
制
改
革
に
対
す
る
国
民
の
根
強
い
不
信
感
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
歳
出
膨
張
と
減
税
政
策
が
招
い
た
政
府
債
務
の
膨
張

（
１
）
な
ぜ
政
府
債
務
は
急
膨
張
し
た
か

平
成
時
代
に
み
る
財
政
支
出
の
膨
張
は
、
ま
ず
、
社
会
保
障
関
係
費
の
膨
張
で
あ
っ
た
。
次
い
で
、
平
成
五
年
か
ら
ほ
ぼ
一
三
年

ま
で
の
公
共
事
業
費
の
驚
く
べ
き
増
額
で
あ
る
。
平
成
五
年
か
ら
ほ
ぼ
一
三
年
ま
で
の
間
、
公
共
事
業
費
の
補
正
予
算
は
当
初
予
算

を
大
幅
に
上
回
っ
た
。
平
成
二
一
年
度
・
二
二
年
度
に
は
政
権
交
代
と
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
よ
っ
て
財
政
支
出
は
更
に
膨
張
し
、
財
政

膨
張
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

財
政
支
出
の
膨
張
と
対
照
的
に
税
収
入
は
減
少
を
続
け
て
い
る
。
重
ね
て
強
調
す
る
が
、
税
収
入
の
減
少
は
単
に
循
環
的
要
因
に

よ
る
だ
け
で
な
く
、
構
造
的
要
因
に
起
因
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
相
次
ぐ
特
別
減
税
と
恒
久
的
減
税
、
所
得
税
と
資
産
税
の
累
進

（14）



税
率
の
引
き
下
げ
で
あ
る
。
更
に
、
消
費
税
は
政
治
経
済
学
の
問
題
と
な
り
、
歳
出
構
造
と
歳
入
構
造
、
税
体
系
の
中
で
消
費
税
を

位
置
づ
け
る
議
論
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
今
日
、
消
費
税
の
引
き
上
げ
の
議
論
は
タ
ブ
ー
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

財
政
支
出
が
膨
張
し
、
租
税
収
入
が
減
少
す
れ
ば
、
不
足
す
る
財
源
は
国
債
発
行
で
調
達
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
日
本
の
政
府
債
務

が
短
期
間
で
世
界
最
悪
に
な
っ
た
根
本
原
因
は
、
財
政
支
出
拡
大
の
放
置
、
お
よ
び
、
税
収
入
を
確
保
す
る
努
力
を
放
棄
し
た
帰
結
、

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
今
日
、
財
源
調
達
問
題
を
棚
上
げ
に
し
、
消
費
税
の
引
き
上
げ
問
題
を
タ
ブ
ー
視
し
、
更
な
る
財

政
膨
張
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
政
府
債
務
の
膨
張
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
。
政
府
債
務
が
世
界
最
悪
に
な
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た

財
政
構
造
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
。

（
２
）
財
務
省
の
「
国
債
残
高
の
増
加
要
因
」
分
析

財
務
省
は
本
年
八
月
、
国
債
残
高
の
増
加
要
因
を
分
析
し
た
興
味
あ
る
チ
ャ
ー
ト
を
公
表
し
た
。
こ
の
チ
ャ
ー
ト
が
図
表
６
で
あ

る
。
図
表
６
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
国
債
残
高
の
増
加
要
因
に
つ
い
て
数
字
を
あ
げ
て
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。

平
成
二
年
度
か
ら
二
二
年
度
末
ま
で
の
公
債
残
高
増
加
額
は
四
七
一
兆
円
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
公
表
さ
れ
て
い
る
財
務
省

資
料
で
簡
単
に
算
出
で
き
る
。
ま
た
、
公
債
残
高
増
加
額
に
は
平
成
二
年
度
の
収
支
差
分
に
よ
る
影
響
、
そ
の
他
要
因
が
含
ま
れ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
を
差
し
引
け
ば
純
増
額
が
算
出
で
き
る
。

公
債
残
高
増
加
額
＝
平
成
二
二
年
度
国
債
残
高

平
成
二
年
度
国
債
残
高
＝
六
三
七
兆
円

一
六
六
兆
円
＝
四
七
一
兆
円

純
増
額
＝
増
加
額

平
成
二
年
度
収
支
差
分

そ
の
他
要
因
＝
四
七
一
兆
円

五
七
兆
円

五
三
兆
円
＝
三
六
一
兆
円

（15）



こ
の
間
の
国
債
純

増
額
三
六
一
兆
円

は
、
平
成
二
年
度
を

基
準
に
し
た
各
年
の

歳
出
増
加
額
、
そ
れ

と
相
次
ぐ
減
税
に
よ

っ
て
税
収
入
が
減
少

し
た
分
の
和
で
計
算

で
き
る
。
前
者
の
歳

出
増
加
要
因
は
公
共

事
業
費
と
社
会
保
障

費
の
増
加
分
で
あ

る
。
税
収
減
は
景
気

低
迷
や
特
別
減
税
、

恒
久
的
減
税
、
累
進

税
率
の
フ
ラ
ッ
ト
化

に
よ
る
税
収
入
の
減

少
で
あ
る
。
財
務
省

（16）

図表６　国債残高の増加要因
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平成２年度末から22年度末にかけての公債残高増加額：約471兆円

歳出の増加要因：＋約192兆円

税収等の減少要因：＋約169兆円

平成２年度の収支差分による影響：＋約57兆円

その他の要因（国鉄等債務承継など）：＋約53兆円

景気の低迷や累次の減税等による税収減

経済対策の実施時は増加、
近年は減少

高齢化等により一貫して増加

公共事業関係費（＋約62兆円）
社会保障関係費（＋約148兆円）

税収（＋約211兆円）

（注）平成21年度までは決算、22年度は当初予算による。
（出所）財務省「日本の財政関係資料」平成22年８月



の
チ
ャ
ー
ト
で
は
「
税
収
等
の
減
少
要
因
」
の
項
目
で
「
そ
の
他
収
入
」
を
図
示
し
て
い
る
が
、
図
表
６
で
は
煩
雑
に
な
る
た
め

「
そ
の
他
収
入
」
を
割
愛
し
て
い
る
。
な
お
、「
歳
出
の
増
加
要
因
」
の
項
目
で
も
、「
そ
の
他
歳
出
」
の
額
は
僅
少
の
た
め
割
愛
し
て

い
る
。純

増
加
額
内
訳
＝
歳
出
の
増
加
要
因
＋
税
収
減
＝
一
九
二
兆
円
＋
一
六
九
兆
円
＝
三
六
一
兆
円

歳
出
の
増
加
要
因
＝
公
共
事
業
費
増
加
分
＋
社
会
保
障
費
増
加
分

そ
の
他
歳
出
＝
約
六
二
兆
円
＋
約
一
四
八
兆
円

一
八
兆

円
＝
一
九
二
兆
円

税
収
減
＝（
景
気
低
迷
＋
特
別
減
税
と
恒
久
的
減
税
＋
累
進
税
率
の
フ
ラ
ッ
ト
化
）

そ
の
他
収
入
＝
二
一
一
兆
円

四
一
兆

円
＝
一
六
九
兆
円

財
務
省
の
分
析
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
税
制
改
革
に
よ
る
減
税
が
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
公
共
事
業
費
の
増
加
を
抑
え
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
政
府
債
務
の
膨
張
は
避
け
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
社
会
保
障
費
増
加
分
に
対
応
す
る
消
費
税

の
引
き
上
げ
が
あ
れ
ば
、
健
全
財
政
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

去
る
一
一
月
二
〇
日
の
ロ
ン
ド
ン
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
誌
は
「
未
知
の
領
域
に
踏
み
込
む
日
本
」
と
題
す
る
日
本
特
集
を
組
ん
だ
。
そ

し
て
、
少
子
高
齢
化
と
財
政
問
題
が
大
き
な
問
題
と
指
摘
し
て
い
る
。
改
め
て
現
在
の
財
政
構
造
を
分
析
し
、
歳
出
構
造
と
歳
入
構

造
の
特
徴
と
問
題
点
を
洗
い
出
し
、
こ
こ
で
の
問
題
点
を
広
く
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
な
課
題
と
思
わ
れ
る
。

（
な
か
じ
ま
　
ま
さ
た
か
・
特
別
嘱
託
研
究
員
）

（17）


